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第１問 
問題文 

 次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。 
 
【事例】 
 １ 令和６年４月２２日、Ｖ（１７歳、男性）からバッグが盗まれたとする内容の被
害届が出されていたところ、同月２５日、暴力団員であるＡ（４２歳、男性）が、
令和６年４月２２日、Ｖのバッグを窃取したとする窃盗罪の被疑事実でＡの自宅に
おいて適法な手続を経て通常逮捕された。 

   Ａの逮捕後、国選弁護人としてＸが選任された。Ａは当初から一貫して犯行を否
認していた。Ａは適法な勾留延長手続を経た上、同年５月１６日、Ｔ地方裁判所に
同罪で公判請求された。Ａは暴力団組織を背景に事件を目撃していたと考えられる
Ｗに接触すること等も考えられたことから、ⓐ検察官の請求に基づき、Ａに対し
て、第１回公判期日まで接見禁止する旨の決定がなされた。 

   なお、上記公判請求に係る起訴状の公訴事実には、「被告人は、令和６年４月２
２日午前８時２０分頃、Ｈ県Ｉ市Ｊ町３丁目５番１号Ｌ公園南側ベンチにおいて、
Ｖ所有のバッグ（時価４００００円相当）を窃取したものである。」旨記載されて
いる。 

 ２ 公判請求までに収集された主な証拠の概要は次のとおりであった。 
  証拠① 被害届 
      Ｖは、令和６年４月２２日午前８時２０分頃、Ｈ県Ｉ市Ｊ町３丁目５番１

号Ｌ公園内南側のベンチにおいて、バッグを盗まれた旨記載されている。 
  証拠② Ｖの警察官調書 
      「私は、令和６年４月２２日午前８時頃、Ｂ子とＬ公園の南側ベンチで待

ち合わせしていました。Ｂ子は同日午前８時５分頃、同ベンチに着きまし
た。Ｂ子と会った瞬間、次のデート先のことで頭がいっぱいになり、持って
いたバッグをベンチに置いたままＢ子とともに公園を出ました。Ｂ子と歩
き、１５分ほどしてから、公園から６００メートルほど離れたＭ駅にて、バ
ッグを持っていないことに気付き、公園のベンチに戻ったところ、バッグは
ありませんでした。バッグはヴイヴィトン製のもので、４月２０日に発売さ
れたものを購入しました。このバッグは世界に１００個しかないものであ
り、バッグを開けると、底にシリアルナンバーが刻印されています。私のバ
ッグには『０２４』と記載されています。見ればすぐに私の物と分かるはず
です。」 

  証拠③ Ｗの警察官調書 
      「私は、令和６年４月２２日午前８時１０分頃、日課である朝のジョギン

グをしていて、疲れたのでＬ公園北側のベンチで休んでいました。向かい側
のベンチに誰かが置き忘れたバッグがあるのに気付きましたが、何気なく見
ていました。そうすると、私がベンチに座ってから７～８分後だったと思い
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ますが、右頬に十字傷のある４０代くらいの男が、周りをキョロキョロしな
がらバッグを持っていきました。４０代くらいの男にしてはかわいいバッグ
を持っているなと思い、不自然に思ったのを覚えています。」 

  証拠④ 捜索差押調書 
      「令和６年４月２５日、逮捕に伴い、Ａ宅の捜索を実施したところ、ヴイ

ヴィトン製のバッグが発見されたため、捜索差押許可状記載物件としてこれ
を押収した。」 

  証拠⑤ 捜査報告書 
      「Ａ宅から押収したヴイヴィトン製のバッグは、令和６年４月２０日に発

売されたもので、世界に１００個しか流通しておらず、バッグを開けて底を
確認すると、『０２４』との記載があった。また、本件バッグは正規のヴイ
ヴィトン製のバッグであることも判明した。さらに、Ｖから、銀座ヴイヴィ
トンにて、令和６年４月２０日に同日発売のヴイヴィトン製バッグを購入し
た際に交付された領収証の任意提出を受けた。」 

  証拠⑥ Ｌ公園付近のコンビニＮ店外の防犯カメラ映像 
      「令和６年４月２２日午前８時２０分３５秒、顔に十文字型の傷のある４

０代くらいの男性がバッグを持ってＬ公園の方からコンビニＮ店前を通過し
ている映像が映っている（なお、男性がバッグを抱え込むように持っていた
ため、防犯カメラの設置角度からは、持っているバッグの種類まで特定する
ことができなかった。）。」 

  証拠⑦ Ｙの検察官調書 
      「私はＡと２０年来の付き合いで、Ａ宅の付近に住んでいます。令和６年

４月２２日午前８時２０分頃、私がコンビニＮ店に行こうとしたところで、
Ｌ公園の方から私と反対方向に向かって歩いているＡを見つけました。Ａは
何か新しそうなバッグを持っていましたので、『おはようＡ。そのバッグを
どうやって手に入れたんだい。まさかどっかからパクって来たんじゃないだ
ろうな。』なんて冗談半分にＡに話しかけたら、Ａはなぜか無言で立ち去っ
てしまいました。Ａはいつもと違う様子なので、何かあったのかなと思いま
した。」 

  証拠⑧ Ｚの検察官調書 
      「私はＡとＡ宅にて同居しています。Ａは現在４２歳です。Ａは１０年前

のちょっとしたいざこざが原因で、右頬に十字傷があります。Ａは、令和６
年４月２２日午前７時４５分頃に、『ちょっとコンビニにタバコを買ってく
る。』と言って外に出ていきました。私は風邪をこじらせてしまい、令和６
年４月２１日から警察の人達が入ってきた令和６年４月２５日までずっと仕
事を休んでＡ宅で寝込んでいましたが、その間にＡ以外の人がＡ宅に入って
来たことはありませんでした。」 

  証拠⑨ 実況見分調書 
      「Ｌ公園、コンビニＮ店及びＭ駅は、全てＯ通り沿いにあり、Ｌ公園から

コンビニＮ店まで約５０メートル、コンビニＮ店からＭ駅まで約５５０メー
トル、Ｌ公園からＭ駅まで約６００メートルの距離であるとの記載があ
る。」 
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  証拠⑩ Ａの検察官調書 
      「私は、暴力団Ｐ組の構成員です。普段はＱ建設事務所に出入りしていま

す。Ｖのバッグを盗んだとの被疑事実で逮捕されましたが、私はそんなこと
はしていません。事件当日の朝は、家で寝ていました。」 

 ３ 受訴裁判所は、令和６年６月６日、Ａに対する窃盗被告事件を公判前整理手続に
付する決定をした。検察官は、同月２０日、証明予定事実を記載した書面を同裁判
所及びＸに提出・送付するとともに、同裁判所に証拠①から証拠⑩の取調べを請求
し、Ｘに当該証拠を開示し、Ｘは、同月２５日、同証拠の閲覧・謄写をした。Ｘ
は、同年７月９日、検察官に対し、類型証拠の開示を請求し、同月２３日、検察官
は、Ｘに対し、類型証拠の開示を行った。 

 ４ これに対し、同月２３日、Ｘは、開示された証拠を閲覧・謄写するなどした上、
検察官請求証拠に対する意見を述べると共に、予定主張を裁判所及び検察官に明示
した。 

 ５ そして、同年８月６日、裁判所は証拠決定をし、争点は、Ａの犯人性が認められ
るか否かであるとの整理結果を確認して審理計画を策定し、公判前整理手続を終結
した。その後、第１回公判期日が同年９月３日に行われ、同期日において、Ａに対
して、第２回公判期日まで接見禁止する旨の決定がなされた。 

 
〔設問１〕 
  下線部ⓐに関し、令和６年６月６日、Ａの母親がＡに接見したいとＸに相談してき
た場合、Ｘとしては、いかなる方法が考えられるか。接見禁止処分に着目した方法を
２つ、適宜条文も指摘して簡潔に答えなさい。 

 
〔設問２〕 
  検察官は、証拠①から⑩を前提として、どのようにＡの犯人性を立証しようと考え
ているか。証拠構造を示しつつその思考過程を示しなさい。なお、Ｗ、Ｖ、Ｙ、Ｚの
供述の信用性については言及する必要はない。 

  



法律実務基礎科目重要問題習得講座【刑事】 

 144

解説 

第１ 設問１について 
  接見禁止処分に対する弁護活動に関する問題である。設問１は、第１回公判期日前
において、接見禁止決定がなされているところ、母親との接見であれば、接見禁止の
一部解除の申立てを行うことが実務上最も活用されている手続である。もっともこの
申立ては裁判所の職権発動を促すものにすぎない。また、接見禁止処分そのものの効
力を争うのであれば、Ｘは、「裁判官」（刑訴 429Ⅰ②）が勾留に関して行った処分に
対する不服申立てを行うことになる。 

 
第２ 設問２について 
１ 事実認定に関する設問である。本件において、争点たるＡの犯人性に関して直接証
拠は存在しない。そのため、間接証拠の積み重ねによってＡの犯人性の認定を行う必
要がある。 

２ 間接証拠の積み重ねによる犯人性の立証の場合は、以下の視点に基づき証拠から認
定できる事実を整理し、その推認過程を示しつつ結論付けることになる。 

 ①事件に関係するもの（犯行供用物件、被害金品等）、現場等における遺留物その他
犯人に関係するもの（指掌紋、足跡、血痕、体液等）と被疑者との結び付きを示す
事実 

 ②犯人の特徴（容姿、体格、年齢、服装、所持品その他の特徴）が犯行当日の被疑者
の特徴に合致ないし酷似する事実 

 ③被疑者に事件を実現する機会があった事実（被疑者が犯行時に犯行現場にいた事
実、犯行前・後に犯行現場又はその付近にいた事実） 

 ④被疑者が事件を実現することが可能であった事実（犯行遂行能力、技能、土地勘、
金品等の管理等の立場、被害者と被疑者との関係） 

 ⑤犯行前の被疑者の事件に関する言動（犯行準備、犯行計画、罪証隠滅のための布
石、逃亡準備、犯行の事前打ち明け等） 

 ⑥犯行後の被疑者の事件に関する言動（犯行による利益の享受（犯行以外の原資が不
明の現金所持、借金返済等を含む。）、罪証隠滅、アリバイ工作、逃亡、犯行の打ち
明け等） 

 ⑦被疑者に事件の動機、目的となり得る事情があった事実 
３ 本問における検察官請求証拠からは、犯人性を推認させる事実として、㋐Ｖのバッ
グがＡ宅で発見されたこと、㋑Ａと犯人の特徴が似ていること、㋒Ａは犯行を行うこ
とが可能であったことなどを挙げることが可能である。ただし、間接事実からの推認
を行う場合は、推認することができるかということに加え、その推認力を検討するこ
とが重要であるため、答案でもこの点は意識していただきたい。本問において犯人性
立証のために最も重要な事実は上記㋐の事実であろう。ここでは、被害品の同一性と
いう点を確認しつつ、Ａ以外の何者かがＶのバッグをＡ宅に持ち込んだという反対仮
説を払拭する必要があるだろう。㋑及び㋒については、犯人性を推認させるものとな
るが、一定程度の推認にとどまるものと考えられる。 
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４ 最後に、Ａの弁解についても簡単に検討する必要がある。Ａは犯行時刻には自宅で
寝ていたと弁解するが、これが他の証拠上認定できる事実と矛盾することは明らかで
あるので、信用できないであろう。 
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模範答案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ 設問１について 
  本件で母親の関与をうかがわせる証拠は特に存在しないことから、接
見禁止決定の一部解除の申立てにより裁判官の職権発動を促すことが考
えられる。 

  また、接見禁止処分そのものの効力を争うとして、第１回公判期日前
に接見禁止決定がなされているため、「裁判官」（刑事訴訟法（以下、法
令名省略。）４２９条１項２号）が行った「勾留」に関する裁判に対し
て、同号に基づき準抗告をすることが考えられる。 

第２ 設問２について 
１ 本件において、Ａの犯人性を直接証明する証拠は存在しない。そのた
め、間接事実の積み重ねによって、Ａの犯人性を判断することになる。 

２ ＶのバッグがＡ宅で発見されたこと 
 ⑴ 証拠①、②及び④より、犯人によって持ち去られたＶのバッグは最

近発売されたヴイヴィトン製のバッグで、バッグの底に「０２４」と
のシリアルナンバーが刻印されていること、Ｖが４月２０日に購入し
たことが判明している。 

   そして、証拠④及び⑤より、Ａ宅から押収されたヴイヴィトン製の
バッグの底にも「０２４」とのシリアルナンバーが刻印されており、
令和６年４月２０日に発売された正規品であることが判明している。 

   発売当日のヴイヴィトンの正規販売店に偽物が流通するとは考えら
れず、Ｖの購入したバッグは正規品であるといえる。 

   また、同バッグはそもそも流通量が少ないものであるが、さらにシ

リアルナンバーが刻印されているところ、同種の物品に同じシリアル
ナンバーが付されることはなく、同じシリアルナンバーが付された同
種品であれば、それはすなわち同一品であると認定できる。 

   よって、Ｖが犯人に持ち去られたヴイヴィトン製のバッグと、Ａ宅
から押収された同社製のバッグには同一性が認められる。 

 ⑵ そして、証拠①、③より、犯人は、令和６年４月２２日午前８時２
０分頃にＶのバッグを持ち去っているところ、証拠④から、令和６年
４月２５日に、上記被害品たるバッグがＡ宅に存在していたことが判
明している。 

   犯人の犯行から３日程度が経過していることからすれば、Ａ以外の
人物がＶのバッグを持ち去り、その後転々流通してＡ宅に運んだ可能
性が考えられる。 

   しかし、証拠⑧によれば、犯行時刻からＡ宅の捜索までにＡ宅にい
たのはＡと同居人のＺのみであったこと、Ｚはこの間外出をしていな
いことからすれば、上記可能性は極めて低いものといえる。 

 ⑶ よって、上記事実は、Ａの犯人性を強く推認するものである。 
３ Ａと犯人の特徴が似ていること 
  証拠③によれば、犯人は、右頬に十字傷のある４０代くらいの男であ
るところ、Ａも右頬に十字傷があり、年齢は４２歳である。この事実
は、犯人とＡの特徴が似ていることを意味するものであるが、右頬に十
字傷のある男性が複数存在することは否定できず、また、容姿には個体
差があること、供述も幅のある表現にとどまっていることからすれば、
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推認力は限定的である。 
  よって、上記事実は、Ａが犯人であることと矛盾しない事実である。 
４ Ａは犯行を行うことが可能であったこと 
  証拠⑦によれば令和６年４月２２日午前８時２０分頃、Ａはコンビニ
Ｎ店付近にいたこと、証拠⑧によればＡは同日午前７時４５分頃に外出
していることが判明している。 

  もっとも、証拠⑥において、同日午前８時２０分３５秒に、４０代く
らいの男がバッグを持ってＬ公園の方からコンビニＮ店前を通過してい
ることが判明しているものの、バッグの種類が特定できないため、男が
そもそも犯人であるかは認定できない。 

  したがって、これらの事実は、Ａが犯行を行うことが可能であったこ
とを意味するにとどまり、Ａが犯人であることと矛盾しない事実であ
る。 

５ 以上を総合考慮すると、ＶのバッグがＡ宅で発見されたことという強
い推認力を持つ事実に加え、Ａと犯人の特徴が似ていること、Ａは犯行
を行うことが可能であったことも相まって推認力を高めるものといえ、
Ａが犯人であることについて合理的な疑いを超える立証がなされたと認
められる。 

６ なお、Ａは犯行時刻には家で寝ていたと供述するが、これは信用でき
る証拠⑦及び⑧と矛盾するものであり、信用できない。 

 以 上 

３ 

４ 




